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高 知 県 立 特 別 支 援 学 校 学 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布

す る 。  

平 成 31年 ３ 月 29日  

高 知 県 教 育 長  伊 藤  博 明  

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 10号  

高 知 県 立 特 別 支 援 学 校 学 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

第 １ 条  高 知 県 立 特 別 支 援 学 校 学 則 （ 平 成 ３ 年 高 知 県 教 育 委 員 会

規 則 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ９ 条 第 １ 項 中 「 特 別 支 援 学 校 幼 稚 部 教 育 要 領 」 を 「 特 別 支

援 学 校 幼 稚 部 教 育 要 領 （ 平 成 29 年 ４ 月 文 部 科 学 省 告 示 第 72

号 ） 」 に 、 「 特 別 支 援 学 校 小 学 部 ・ 中 学 部 学 習 指 導 要 領 」 を

「 特 別 支 援 学 校 小 学 部 ・ 中 学 部 学 習 指 導 要 領 （ 平 成 21年 ３ 月 文

部 科 学 省 告 示 第 36号 ） 」 に 、 「 特 別 支 援 学 校 高 等 部 学 習 指 導 要

領 」 を 「 特 別 支 援 学 校 高 等 部 学 習 指 導 要 領 （ 平 成 21年 ３ 月 文 部

科 学 省 告 示 第 37号 ） 」 に 改 め る 。  

第 ２ 条  高 知 県 立 特 別 支 援 学 校 学 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

第 ９ 条 第 １ 項 中 「 平 成 21年 ３ 月 文 部 科 学 省 告 示 第 36号 」 を

「 平 成 29年 ４ 月 文 部 科 学 省 告 示 第 73号 」 に 改 め る 。  

第 ３ 条  高 知 県 立 特 別 支 援 学 校 学 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

第 ９ 条 第 １ 項 中 「 平 成 21年 ３ 月 文 部 科 学 省 告 示 第 37号 」 を

「 平 成 31年 ２ 月 文 部 科 学 省 告 示 第 14号 」 に 改 め る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ２ 条 の 規 定 は

平 成 32年 ４ 月 １ 日 か ら 、 第 ３ 条 の 規 定 は 平 成 34年 ４ 月 １ 日 か ら 施

行 す る 。  
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